
 

支援が必要な方を、適切な医療や介護サービスにつなげるチームです。 

お住まいを担当する「地域包括支援センター」に設置していますので、

お気軽にご相談ください。 
 

対象となる方 
 

原則として在宅で生活している４０歳以上の方で、 

認知症が疑われる方や認知症の方のうち、 

主に次の方を対象とする活動です。 

 

１ 医療サービスや介護サービスを受けていない方、 

または中断している方 

ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない方 

イ 継続的な医療サービスを受けていない方 

ウ 適切な介護サービスに結び付いていない方 

エ 介護サービスが中断している方 

２ 医療サービスや介護サービスを受けていても、 

認知症の行動や心理症状が顕著なため対応に苦 

慮している方                            

 

認知症初期集中支援チームの運営管理に関する問い合わせ 

坂戸市 高齢者福祉課 地域包括ケア推進係 

電話番号 049-283-1331（内線 436）ＦＡＸ番号 049-283-1716 

電子メール sakado53@city.sakado.lg.jp 



 

お住まいを担当する 

地域包括支援センターごとに 

認知症初期集中支援チームがあります！ 
 

地域包括支援センター 

地域包括支援 

センター名称 
電話番号 担当地区 

東部 284-7775 
紺屋、中小坂、横沼、小沼、青木、東坂戸、

石井、島田、赤尾、塚越、戸宮、栄 

中央第一 283-3721 
鎌倉町、清水町、柳町、山田町、八幡、関間、

千代田、坂戸 

中央第二 280-3210 
日の出町、本町、仲町、元町、花影町、 

三光町、中富町、泉町、緑町、南町、浅羽、 

浅羽野、粟生田 

中央第三 288-7701 
芦山町、薬師町、溝端町、末広町、 

伊豆の山町、上吉田、片柳、片柳新田 

西部 282-4592 
新堀、堀込、小山、善能寺、竹之内、長岡、

北浅羽、今西、金田、沢木、東和田、新ヶ谷、

戸口、中里、塚崎、北峰、北大塚、 

にっさい花みず木、西インター、森戸、 

多和目、四日市場、厚川、萱方、欠ノ上、 

成願寺、けやき台、西坂戸、鶴舞 
西坂戸支所 299-6286 

利用時間 月曜日～土曜日（祝日、日曜日、年末年始はお休み） 

      午前 9 時 00 分～午後 5 時 30 分 

※第三、西部は午前 8 時 30 分から 

 

認知症初期集中支援チームとは？ 

認知症初期集中支援チームは、福祉職、医療職、専門医の３名の専門職で構成する認

知症の対応に特化した支援チームです。 

坂戸市では、高齢者等の身近な相談窓口である地域包括支援センターにチームを置

き、対象者ご本人やご家族のご相談により、家庭訪問などを通じた初期の支援を行いま

す。初期支援では、おおむね６ヶ月以内に適切な医療や介護サービスにつながるように

自立生活の支援を行います。このチームを機能させるためには、地域の皆様や関係機関

の方のご協力が必要です。ご理解とご協力をお願いします。 


